
 

定例委員会会議録 

 

委員長    浅 沼   敏 幸 

 

委 員    坂 口   猛 

 

委 員    猿 田   暁 生 

 

            委 員    薄 井   民 男 

 

 

 １ 日  時  令和７年 12 月 19 日（金） 午前 10 時 00 分 

 

 ２ 場  所  選挙管理委員会室 

 

３ 出 席 者  委員４名、事務局長、係長３名、書記２名 

 

 ４ 議  案 （１）選挙管理委員会委員長の選挙および同職務代理者の指定について 

 

        （２）選挙管理委員会事務引継書について 

 

        （３）在外選挙人名簿の登録および抹消について 

 

 ５ 報  告 （１）令和８年 選挙管理委員会年間日程予定表等 

 

（２）特別職の報酬等に係る条例の一部改正について 

 

（３）令和７年度 明るい選挙政治教養講座について 

        

６ そ の 他 （１）配付物について 

・月刊選挙 12 月号 

・Voters No.89 

・2026 練馬区明るい選挙啓発ポスターカレンダー 

 

（２）日程について 

 

（３）その他 

           



 

 

午前 10 時 00 分、坂口仮委員長開会を宣す。  

【議案】 

（１）選挙管理委員会委員長の選挙および同職務代理者の指定について  

庶務係長より、地方自治法第 187 条および練馬区選挙管理委員会規程第３

条第３項、第５条の規定に基づき、練馬区選挙管理委員会委員長の選挙および

同職務代理者の指定を行う旨の説明があった。  

練馬区選挙管理委員会規程第３条第２項による単記無記名投票、同条第３項

による指名推せんのいずれかの方法を用いることができ、今回は指名推せんに

より浅沼委員が委員長に選任された。また、委員長職務代理者については、委

員会規程第５条第１項により、浅沼委員長が坂口委員を指定した。 

（質疑・応答） 

 特になし。 

（２）選挙管理委員会事務引継書について  

   庶務係長より、選挙管理委員の改選に伴い、第 20 期の選挙管理委員より第

21 期の選挙管理委員へ引継がれた事務引継書について説明があった。選挙事

務概要、公印目録、事務局職員名簿、検討課題事項などについての確認がな

された。 

（質疑・応答） 

 委 員：模擬投票は高校生以上に限って実施しているのか。  

事務局：小中学校でも実施している。最も多いのは小学校での実施である。  

 委 員：どのように実施しているのか。  



 

 

事務局：募集については２月の校長会で周知しており、申し込みのあった学校に

職員が出向いて実施している。今年度の申し込みは 25 校程度である。 

委 員：投票に際して必要となる情報については、どのように子どもたちに提供 

しているのか。 

事務局：基本的には学校の先生の教育方針に従って、オーダーメイドで授業を組

み立てている。例えば、最後の給食のメニューやスポーツイベントの内

容を決める投票を行うこともある。また、学校側からの要望が特段ない

場合には、総務省から提供されている教材を活用し、架空の市の市長を

決める投票を行っている。高校の場合には、選挙期間に合わせて実施

し、実際の選挙公報を使用して模擬投票を行うこともある。ただし、公

職選挙法で人気投票の公表は禁止されており、投票結果をその場で提示

することはできないため、選挙が終わってから学校で開示して教育に使

用されるということになる。  

委 員：期日前投票所について、練馬・光が丘期日前投票所が他の期日前投票所  

と比較して特に混雑する理由は何か。 

事務局：交通の便が良いからだと考えられる。  

委 員：練馬・光が丘期日前投票所において、国政選挙の際に会場を２か所に増  

設するというのはどういうことか。 

事務局：練馬期日前投票所については、本庁舎１階のアトリウムに投票所を設置

しているが、最終日の混雑する時間帯には数百人が並んでしまう。その

ため、西庁舎地下１階の職員食堂にもう１つ投票所を設けている。 



 

 

 委 員：それはいつから実施しているのか。   

事務局：令和３年の衆議院議員選挙からである。光が丘期日前投票所について

は、次の国政選挙より最終日の２か所運営を開始する予定である。 

（３）在外選挙人名簿の登録および抹消について  

選挙係長より、在外選挙人名簿に関して、在外公館で申請のあった 12 人を

新たに登録し、９人を抹消するとの説明があり、可決された。総登録者数は

1,187 人。 

（質疑・応答） 

 特になし。 

【報告】 

（１）令和８年 選挙管理委員会年間日程予定表等  

  庶務係長より、全国市区選挙管理委員会連合会、同東京支部、特別区選挙管

理委員会連合会、城北地区選挙管理委員会協議会、明るい選挙推進協議会等の

関連団体が主催する総会や研修会、４月に執行する練馬区長選挙に伴う臨時委

員会や投票管理者説明会等の選挙時日程等、毎月行う定例会の他の選挙管理委

員会の年間の予定について説明があった。  

（質疑・応答） 

 委 員：練馬区議会議員選挙は再来年か。  

事務局：お見込みのとおり。令和９年に執行予定である。  

 委 員：令和８年７月から 10 月については特別な予定はないという認識で良いか。  

事務局：関連団体が主催する総会や研修会等の実施予定はないが、定例委員会の開



 

 

催はある。 

 委 員：定例委員会の開催はいつか。   

事務局：毎月 10 日・25 日である。ただし、４か月に１回は選挙人名簿の登録があ

るため、３月・６月・９月・12 月については、１日にも開催する。なお、

土日に被る場合にはその前後の平日での開催となる。  

（２）特別職の報酬等に係る条例の一部改正について  

   庶務係長より、令和７年 12 月 12 日付け、総務部総務課長より通知のあっ

た、特別職の報酬等に係る条例の一部改正について、説明があった。  

   令和７年 12 月５日に練馬区行政委員会委員の報酬および費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例が公布され、令和７年 12 月１日より適用となるこ

とに伴い、委員長月額報酬が「311,700 円」から「322,300 円」へ、委員月額

報酬が「248,900 円」から「257,400 円」へ増額される。  

（質疑・応答） 

 特になし。 

（３）令和７年度 明るい選挙政治教養講座について  

情報啓発係長より、令和７年度 明るい選挙政治教養講座の開催について、

報告があった。 

 令和８年１月 17 日（土）の 10 時 30 分から 12 時まで、生涯学習センター

にて開催を予定している。  

（質疑・応答） 

 特になし。 



 

 

【その他】 

（１）配付物について 

・月刊選挙 12 月号 

・Voters No.89 

・2026 練馬区明るい選挙啓発ポスターカレンダー  

（２）日程について 

今後のスケジュールについて、委員会日程予定表で確認した。  

次回は、１月９日（金）10 時 00 分から定例委員会を開催する。  

（３）その他 

   特になし 

 

午前 11 時 10 分 浅沼委員長閉会を宣す。  

 


